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定年退職者の継続雇用制度の導入に関するお知らせ 

当社は、２００６年４月から施行される改正高齢者雇用安定法に対応した定年退職者

の継続雇用制度を３月１日から導入いたします。これは規定の基準を満たした定年退職

者のうち継続雇用を希望する社員を対象に、雇用の機会を提供する制度であります。 

 

記 
 

当社は、今後も“ものづくり企業“としてあり続けるために、その中心となる技術・

技能の伝承に取組んでおりますが、このたびの定年退職者継続雇用制度の導入もその一

環として制度化したものです。 

また、この制度は技術・技能職にとどまらず全職務領域を対象にしており、経験者又は

スペシャリストのスキルを活かし後輩へと伝え、全体の技術・技能の向上により人材の

育成を図り、一層活力ある企業風土としたい願いがあります。 

 

当社は、年度内の６０歳到達者はすべて３月末日をもって一斉の定年日としておりま

すので、改正高齢者雇用安定法の施行よりも実質的に１年早い実施となります。 

４月からスタートするこの制度は、１年単位の契約であり、雇用期間は改正高齢者雇用

安定法に沿って段階的に延びて行き、平成２５年には６５歳までの継続雇用となります。 

 

これにより、本人に働く意志があれば、会社の「ものづくりの精神」と合致し、全社

的な技術・技能ならびに品質のさらなる向上につながり、当社がめざす“お客さま第一

主義”の実現の力となることと確信しています。 
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